
１
階

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ１ 2,090 2,790 3,470 6,970 700

会議室１ 4,180 4,870 5,560 11,130 1,110
会議室２ 3,470 4,180 4,870 9,750 980
会議室３ 2,790 3,470 4,180 8,350 830
共同研究室１ 2,090 2,790 3,470 6,970 700
共同研究室２ 2,090 2,790 3,470 6,970 700
共同研究室３ 2,090 2,790 3,470 6,970 700
共同研究室４ 2,090 2,790 3,470 6,970 700
情報システム室 3,470 4,180 4,870 9,750 980

※上記金額には消費税が含まれています。
備考

１

２

３

４

５

１
階

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ１ 2,710 3,620 4,510 9,060 910

会議室１ 5,430 6,330 7,220 14,460 1,440
会議室２ 4,510 5,430 6,330 12,670 1,270
会議室３ 3,620 4,510 5,430 10,850 1,070
共同研究室１ 2,710 3,620 4,510 9,060 910
共同研究室２ 2,710 3,620 4,510 9,060 910
共同研究室３ 2,710 3,620 4,510 9,060 910
共同研究室４ 2,710 3,620 4,510 9,060 910
情報システム室 4,510 5,430 6,330 12,670 1,270

備考

１

２

３

４

13:00～17:00 18:00～21:00 9:00～21:00

２
　
　
　
階

この表において調整時間とは、12時から13時まで及び17時から18時までのそれぞれ１時間をいう。

会　議　室　等　使　用　料
令和 1年10月 1日

区　　　　　　　分
金　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　　（円）

午前 午後 夜間 全日
調整時間

9:00～12:00

全日
調整時間

9:00～12:00

調整時間に係る金額は、あらかじめ使用承認を受けた時間を超えて使用した場合に適用する。

午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の金額は、各時間帯の金額の合計額とする。

営利を目的とする行事等に使用する場合の金額、この表の規定（全３項の規定を含む。）による金額
にその額の１００％に相当する額を加算した額とする。
１０月１日から翌年の５月３１日までの期間において使用する場合の金額は、この表の規定（前各項
の規定を含む。）による金額に１００分の３０乗じて得た額を加算した額とする。

冬季使用料

会　議　室　等　使　用　料

２
　
　
　
階

※上記金額には消費税が含まれています。

(10月1日～5月31日）
令和 1年10月 1日

区　　　　　　　分
金　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　　（円）

午前 午後 夜間

調整時間に係る金額は、あらかじめ使用承認を受けた時間を超えて使用した場合に適用する。

午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の金額は、各時間帯の金額の合計額とする。

営利を目的とする行事等に使用する場合の金額、この表の規定（全３項の規定を含む。）による金額
にその額の１００％に相当する額を加算した額とする。

13:00～17:00 18:00～21:00 9:00～21:00

この表において調整時間とは、12時から13時まで及び17時から18時までのそれぞれ１時間をいう。


